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小・中学校複写機サービス事業 仕様書 

 

１ 履行期間 令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで（長期継続契約） 

 

２ 納入期限 令和８年８月３１日 

 

３ 数量及び納入場所 8 台（各校１台） 

  詳細は別紙「納入場所・数量一覧」のとおり 

 

       ※ステープル機能希望校（７台）はインナーフィニッシャーを装備 

 ＦＡＸ機能 ステープル機能 

大殿小学校 無 有 

湯田小学校 有 有 

二島小学校 有 有 

さくら小学校 有 無 

徳佐小学校 有 有 

宮野中学校 有 有 

鴻南中学校 有 有 

潟上中学校 無 有 

 

４ 物件の仕様 

プリンター及びスキャナー機能を有するデジタルモノクロ複合機であること。 

（１）基本性能及びコピー機能 

画質 ２５６階調以上 

複写サイズ ハガキ～Ａ３サイズ対応 

連続複写速度 毎分４５枚以上（Ａ４ヨコ） 

複写倍率 
２５％～４００％以上（１％刻みの任意設定が可能） 

用紙規格に連動した定型倍率選択機能を有すること 

給紙方法 本体４段カセット＋手差しトレイを装備 

両面コピー機能 Ａ４、Ａ３、Ｂ４、Ｂ５サイズの両面複写が可能なこと 

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾀｲﾑ 30 秒以内 

ﾌｧｰｽﾄｺﾋﾟｰﾀｲﾑ ４秒以内 

解像度 
読み取り解像度：600dpi×600dpi 以上 

書き込み解像度：600dpi×600dpi 以上 

原稿送り装置 最大Ａ３サイズの自動両面原稿送り装置が装着されていること 

付加機能 
濃度調整機能（自動・手動）・自動用紙選択機能・自動両面印刷機能・ソ

ート機能 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 
Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX 

ポート対応ＯＳ:Windows 10／１１ 

その他 
新品又は再生品（現行の製品カタログ等に記載があるものに限る。中古

品は不可。） 

環境性能 
・グリーン購入法適合商品であること。 

・国際エネルギースタープログラムに適合していること。 
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(２)スキャナー機能 

形式 カラースキャナー 

読み取り解像度 ３00dpi×３00dpi 以上 

原稿読取速度 片面原稿：モノクロ毎分 80 枚以上、カラー毎分 80 枚以上 

対応ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ＴＣＰ／ＩＰ対応 

出力ﾌｫｰﾏｯﾄ ＴＩＦＦ、ＪＰＥＧ、ＰＤＦ 

 

（３）ＦＡＸ機能  ※ＦＡＸ一体型（３において示した６台）のみ 

送信原稿サイズ 最大Ａ３ 

転送時間／通信モード ３秒台以内/スーパーＧ３対応 

符号化方式 ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ、ＪＢＩＧ 

適用回線 一般加入回線、ファクシミリ通信網 

その他 
ＦＡＸとコピーの排紙先を分けること 

※インナーフィニッシャー利用時は除く（排紙先一か所） 

 

５ 入札価格 

(１)入札価格は、別紙「見積り条件となる想定カウント枚数」表中の「想定見積カウント数（６０ヶ

月）」総計に１枚あたりの単価を乗じた総価とし、消費税は含まないものとする。（消費税は、

落札価格に加えるものとする。） 

(２)算出根拠となる単価（消費税別）について、別途積算内訳書に記載し、入札書と合わせて封

筒に入れ、入札すること。 

(３)落札後は、上記積算内訳書に記載された単価により単価契約を行う。 

 

６ その他 

(１)複写機本体（付属機器を含む。）については５年間の賃貸借契約とし、機械維持管理料金及

び使用料金を含んだ単価契約をするものとする。 

(２)機械維持管理料金及び使用料金は、コピーカウント数値により、1 ヶ月を単位として算出す

るものとする。なお、料金には以下の費用を含む。 

ア 機械本体維持費（保守点検料、賃貸借料を含む） 

イ 感光体、カートリッジ類、デベロッパー、トナー、消耗部品及びその取替え費用 

ウ 故障時派遣等にかかる全費用 

エ 機器の搬入設置調整費（搬入、設置、初期設定（スキャナー設定、ＦＡＸ短縮アドレスの移

行含む）、調整等）、指導にかかる費用 

オ 既存複写機の回収にかかる費用 

No. 学校名 既存機種名 方法 返還先 

１ 大殿小 

コニカミノルタデジタル

MFP bizhub 450i 
返還 (株)モリイケ 

２ 湯田小 

３ 二島小 

４ さくら小 

５ 徳佐小 

６ 宮野中 

７ 鴻南中 

８ 潟上中 

※返還先と調整して機器の返還を行うこと。 
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（３）長期継続契約に係る特記事項契約を締結した翌年度以降、所要の予算の額に減額又は削

除があった場合は契約を変更又は解除することがある。 

（４）点検・故障時の対応 

ア 平日（月曜から金曜まで）８時３０分から１６時３０分までにおいて、定期（１カ月に最低１

回以上）または随時、機器の保守点検を行い、消耗品（用紙を除く）を定期または随時提

供すること。 

イ 緊急時または故障、障害の連絡を受けたときは、おおむね３時間以内に対応し、速やか

に正常な状態に回復させること。 

以上 


